
仮理事選任の相談
必要性の判断※
申請依頼書を送付

※

申請書作成

＜添付書類＞

・定款
・就任承諾書及び宣誓書の写し
・住民票
・登記事項証明書の写し

仮理事審査
仮理事選任（不選任）決定
決定通知発送

①決定通知書の受領

②登記申請
①前理事の退任登記
②仮理事の選任登記

仮理事による総会の開催

＜議題＞理事の選任

登記申請
①仮理事の退任登記
②理事の選任登記

役員変更等届出書作成

＜添付書類＞

・就任承諾書及び宣誓書の写し
・住民票
・役員名簿

役員変更等届出書受領

申請者 所轄庁 法務局

仮理事の選任手続きフロー（法第１７条の３）

法人の活動状況等によ
り仮理事選任が不要の
場合もありますので、所
轄庁へご連絡ください。

備考

－２－



利益相反事案の発生 必要性の判断※

※

総会の開催

＜議題＞
特別代理人候補者の選任

申請書作成

＜添付書類＞

・候補者選定における総会議事録の
写し
・候補者の就任承諾および宣誓書の
写し
・候補者の住民票
・ほか関係書類（契約締結案等）

特別代理人審査
特別代理人選任（不選任）決
定
決定通知発送

決定通知書の受領

「特別代理人」を法人代表者として
契約を締結

特別代理人選任手続きフロー（法第17条の４）

法人 所轄庁 備考

代表理事（理事長）以外に
代表権を有する理事がいる
場合は、その理事が契約当
事者となれることから、特別
代理人を選任する必要はあ
りません。

－６－


